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第１ 目的 

  国が示す次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律の基本的視点を踏まえつつ、職員が自分のこととして仕事と

子育てや介護等の家庭生活の両立を図ることができるよう、次世代育成支援

対策を計画的かつ着実に推進することを目的とし、水俣市特定事業主行動計

画（以下「計画」という。）を策定し、公表します。 

 

第２ 計画期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とします。 

 

第３ 計画の対象 

  この行動計画は、水俣市に所属する職員（以下「職員」という。）を対象

とします。ただし、非常勤特別職は除きます。 

  本市教育委員会の県費職員においては、本計画及び熊本県教育委員会特定

事業主行動計画の内容に準じ、その実施に努めることとします。 

 

第４ 計画の推進体制 

 １ 担当課及び子育て等相談窓口の設置 

   次世代育成支援対策及び女性の職業生活における活躍の推進を効果的に

推進するため、総務企画部総務課において計画の策定、推進に係る事務を

行い、併せて仕事と子育ての両立及び女性活躍推進に関する相談・情報提

供を行う窓口を設置します。 

 

 ２ 計画の周知 

   計画の内容を庁内情報共有システム及び文書等により周知します。 

 

 ３ 計画の見直し 



   総務企画部総務課において毎年度本計画の推進状況の分析を行い、計画

の見直しを図ります。 

 

第５ 具体的な内容 

 １ 女性職員の活躍の推進に関すること 

 （１）職員に対する情報提供等 

    管理職や職員に対して、女性活躍推進に関する情報提供を行います。 

 （２）職場環境の整備 

    女性活躍推進に関する職員の意識向上や職場環境の整備を行います。 

（３）女性職員の積極的な登用 

    女性職員を、総務、企画、財政部門等多様なポストに積極的に配置し

ます。 

 

第６ 女性に対する職業生活に関する機会の提供 

１ 男女の給与の額の差異 

   令和６年度における男性職員の給与の平均に対する女性職員の給与の平

均の割合は、任期の定めのない常勤職員では９１．７％、任期の定めのな

い常勤職員以外の職員では９１．８％、全職員では６６．９％となってい

ます。 

   男女の給与の額に差異が生じている要因は、以下の２点が挙げられます。 

（１）扶養手当や住居手当について、男性に支給している割合が高くなって

います。 

（２）全職員の集計について、会計年度任用職員は女性の割合が多く、大き

な差異が生じています。 

【全職員に係る男性職員の給与の平均に対する女性職員の給与の平均の割合】 

区分 令和６年度 令和５年度 

任期の定めのない常勤職員 ９１．７％ ８９．１％ 

任期の定めのない常勤職員

以外の職員 
９１．８％ ８４．１％ 

全職員 ６６．９％ ８９．４％ 

 

  令和６年度における任期の定めのない常勤職員に係る役職段階別の男女

間の給与の平均の差異について、本庁課長補佐相当職以上においては男性

職員の給与の平均を下回っており、本庁係長相当職では１００．６％と上

回っています。 

 

 



【任期の定めのない常勤職員に係る役職段階別の男女の給与の差異】 

区分 令和６年度 令和５年度 

本庁部長・次長相当職 ８５．５％ ９０．６％ 

本庁課長相当職 ９０．１％ ９０．６％ 

本庁課長補佐相当職 ９８．６％ ８３．９％ 

本庁係長相当職 １００．６％ ９６．５％ 

 

令和６年度における任期の定めのない常勤職員に係る勤続年数別の男女

間の給与の平均の差異について、１～５年の職員を除き、全ての勤続年数

別において男性職員の給与の平均を下回っています。 

【勤続年数別の男女の給与の差異】 

区分 令和６年度 令和５年度 

３６年以上 ９３．０％ 該当なし 

３１～３５年 ９５．８％ ９５．６％ 

２６～３０年 ９４．８％ ９２．６％ 

２１～２５年 ９０．９％ ９１．８％ 

１６～２０年 ９２．５％ ９７．６％ 

１１～１５年 ８７．８％ ８４．４％ 

６～１０年 ９１．９％ ８７．８％ 

１～５年 １００．１％ ８８．４％ 

 

 ２ 女性職員の登用及び数値目標 

   前回計画で目標としていた一般行政職の課長級以上１０％は、令和６年

度１４．３％で目標を達成しています。 

   本計画では、令和１２年度までに１５％を目標とします。 

【管理的地位にある職員に占める女性職員の割合（令和６年度）】 

区分 女性管理職比率 

管理的地位にある職員（合計） １４．３％ 

本庁部局長・次長相当職 ２５．４％ 

本庁課長相当職 １１．８％ 

    

   また、各役職段階における女性の職員数の割合はいずれの役職段階にお

いても上昇又は同率を維持しています。 

 

 

 

 

 



【各役職段階にある職員に占める女性職員の割合】 

区分 
女性職員率の

伸び率 

女性職員率 

（令和６年度） 

女性職員率 

（令和５年度） 

本庁部長・次長 

相当職 
５．４％ ２５．４％ ２０．０％ 

本庁課長相当職 ０．０％ １１．８％ １１．８％ 

本庁課長補佐 

相当職 
８．６％ ２４．１％ １５．５％ 

本庁係長相当職 ０．４％ ２４．１％ ２３．７％ 

 

 ３ 女性の健康上の特性に係る取組の推進 

 （１）職場におけるヘルスリテラシー向上のための取組 

   健康上の課題は性別を問わず全ての人が抱える可能性のあるものであり、

特に女性は、健康上の課題による就労への影響が大きく、昇進や管理職登

用といったキャリア形成への妨げになっています。 

   女性の健康上の特性に関する研修や、婦人科検診の受診の重要性を含め

た健康上の課題に関する意識醸成のための啓発に努めます。 

 （２）休暇制度や柔軟な働き方の実現 

   女性の健康上の特性への配慮のために利用することができる休暇制度や

柔軟な働き方を可能とする制度の普及に努めます。 

 

第７ 職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備 

１ 妊娠・出産に関すること 

（１）妊娠中及び出産後における配慮 

  ア 妊娠から出産後に母体の健康管理を目的として設けられている特別

休暇等の制度、出産費用の給付等の経済的支援措置について、庁内情

報共有システム及び文書等により周知徹底し、利用の促進を図ります。 

  イ 妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直しを図るとと

もに、本人の希望に応じ、時間外勤務を原則として命じないこととし

ます。 

（２）子どもの出生時における父親の休暇取得の促進 

   特別休暇（出産補助休暇等）及び年次有給休暇を併せた５日間程度の

休暇取得推進を図ります。 

   配偶者出産休暇（２日以内）は出産に伴い必要と認められる入院の付

き添いや入院中の世話等のために取得することができ、令和６年度の男

性職員の配偶者出産休暇取得率は、３名中３名（１００％）となってい

ます。 



また、出産補助休暇である男性職員の育児参加のための休暇（５日以

内）は配偶者の産前産後期間中に、当該出産に係る子ども等を養育する

男性職員が取得することができ、令和６年度の男性職員の育児参加のた

めの休暇取得率は３名中２名（６６．７％）です。出産に係る休暇制度

の取得は男性職員に浸透してきており、引き続き取得の推進を図ります。 

【男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の合計取得日数の分布

状況】 

区分 配偶者出産休暇 育児参加のための休暇

（出産補助休暇） 

１日 ０％ ０％ 

２日 １００％ ０％ 

３日 － ０％ 

４日 － ０％ 

５日 － １００％ 

 

２ 育児休業に関すること 

（１）育児休業の取得率及び数値目標 

   令和６年度において、常勤職員の育児休業の取得率は、女性職員は対

象者７名中６名（８５．７％）、男性職員は３名中１名（３３．３％）で

す。なお、令和６年度に新たに育児休業取得の対象となった職員のうち

同年度中に育児休業を取得した職員の割合です。出産時期の都合等で令

和７年度以降に育児休業を取得開始した職員を含めると、女性職員は７

名中７名（１００％）、男性職員３名中２名（６６．７％）です。 

   本計画では、育児休業取得率８５％（男性職員５０％）を目標とし、

取得推進を図ります。 

   なお、会計年度任用職員については、令和６年度の育児休業の対象職

員は０人です。 

【男女別の育児休業取得率（常勤職員）】 

区分 令和６年度 

男性 ３３．３％ 

女性 ８５．７％ 

全職員 ７０．０％ 

 

（２）育児休業取得期間の分布状況 

   令和６年度に取得した育児休業期間の分布状況について、男性職員は

６月以下と比較的短期間の取得であるのに対し、女性職員は全て３月超

の取得であり、特に９月超以上の長期間の取得率が高くなっています。 



【男女別の育児休業の取得期間の分布状況（常勤職員）】 

区分 男性職員 女性職員 

１週間未満 ０％ ０％ 

１週間以上２週間未満 ０％ ０％ 

２週間以上１月以下 ０％ ０％ 

１月超３月以下 ０％ ０％ 

３月超６月以下 １００％ ０％ 

６月超９月以下 ０％ ０％ 

９月超１２月以下 ０％ ５０．０％ 

１２月超２４月以下 ０％ １６．７％ 

２４月超 ０％ ３３．３％ 

 

（３）育児休業の制度の周知 

ア 職員に対し、育児休業の取得手続や経済的な支援等の資料を通知・

配布し、情報提供を行います。 

  イ 妊娠を申し出た職員に対し、個別に特別休暇や育児休業の制度・手続

について説明を行います。 

（４）育児休業の取得の支援 

  ア 育児休業の取得の申出があった場合、業務分担を見直します。 

  イ 庁議等を通じて育児休業の取得状況等の情報を職員に提供し、育児休

業取得に対する意識の醸成を図ります。 

（５）育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

  ア 育児休業中の職員に対して、機構改革及び人事異動等の情報を提供し

ます。 

  イ 復職時における職場復帰面談又は研修等を総務課長及び所属長により

実施します。 

（６）育児休業体験談等に関する情報提供 

   育児休業取得体験談や育児休業を取得しやすい職場環境づくりの取組

例をまとめ、職員に情報提供を行います。 

（７）育児休業に伴う育児休業任期付職員等の任用 

   育児休業中の職員が担当する業務の遂行に支障をきたすときは、育児

休業任期付職員等の任用により要員の確保に努めます。 

 

３ 育児に取り組みやすい環境整備 

（１）時間外勤務の縮減及び数値目標 

   小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び時間

外勤務を制限する制度の周知徹底を図ります。 



   令和６年度の全職員の管理職以外の職員の一月ごとの平均時間外勤務

時間は１２．８時間です。 

   また、全職員における管理職以外の職員の時間外勤務の上限を超えた

職員数は３１人です。 

   本計画では、職員（管理職以外）の各月ごとの平均超過勤務時間の数

値目標を１２時間とし、時間外勤務の縮減に努めます。 

 

【管理的地位にある職員以外の職員一人当たりの一月当たりの正規の勤務時間

を超えて命じられて勤務した時間】 

区分 令和６年度 

全職員 １２．８時間/月 

 

（２）時間外勤務の縮減のための意識啓発等 

  ア 時間外勤務時間の上限 

    各職員の１年間の時間外勤務時間数について、水俣市職員の勤務時

間、休暇に関する条例施行規則に定める上限３６０時間を遵守します。 

  イ 定時退庁の推進 

    定時退庁について館内放送及び庁内情報共有システム等による周知

を図るとともに、管理職の指導による定時退庁の実施を図ります。 

  ウ 職員の時間外勤務の管理 

    所属長は、職員の時間外勤務状況を把握し、業務の見直しを行いま

す。 

  エ 事務の簡素合理化の推進 

  （ア）職員の業務処理計画の作成・運用を徹底し、効率的な事務遂行を

図ります。 

  （イ）定例・恒常的業務に係る事務処理のマニュアル作成を徹底します。 

（３）休暇の取得の推進 

   職員１人当たりの年次有給休暇の取得平均１４日を目指します。 

【年次休暇等の取得日数の状況】 

区分 一人当たり取得日数 

内部部局等 １１．９日 

内部部局等以外 １０．３日 

全職員 １１．６日 

 

  ア 年次有給休暇の取得の推進 

  （ア）所属長は、職員が年間の年次有給休暇取得目標日数を設定し、確

実に取得できるよう指導します。 



  （イ）庁議等を通じて年次有給休暇取得に対する意識の醸成を図ります。 

  （ウ）年次有給休暇の取得が業務に影響しないよう事務処理において相

互支援ができる体制を整備します。 

  （エ）授業参観日等の子どもの行事における年次有給休暇の取得促進を

図ります。 

  イ 連続休暇等の取得の促進 

    週休日、国民の休日及び夏季休暇等と年次有給休暇を組み合わせた

取得の推進を図ります。 

  ウ 子の看護等休暇等の特別休暇の取得の促進 

    子の看護等休暇の特別休暇を周知し、小学校３年生修了までの子ど

もについて、病気やけがの看護、予防接種、健康診断、感染症に伴う

学級閉鎖等への対応並びに入園式、卒園式及び入学式への参加のた

め、その取得を希望する職員に対して、１００％取得できるよう職員 

   の意識醸成を図ります。 

（４）役割分担意識等の是正のための組織 

   水俣市職員のハラスメント等の防止に関する規程に基づき、セクシュ

アルハラスメント、パワーハラスメント及びマタニティハラスメント等

の防止について職員の意識醸成を図り、社会情勢に応じたハラスメント

相談窓口の設置を行い、研修会を定期的に開催します。 

   また、内部通報窓口を設置し、ハラスメントに対する是正措置を図る

ための制度を運営します。 

（５）在宅勤務等の導入 

   在宅勤務やテレワーク（情報通信技術（ICT）を活用した場所にとらわ

れない働き方）、フレックスタイム制等は仕事と子育ての両立のしやすい

働き方である点に着目し、必要に応じてその導入の推進を図ります。 

 

４ その他の子育て支援対策に関する事項 

（１）公共施設利用者への配慮 

ア 市内の市関係公共施設に乳幼児と一緒に安心して利用できるトイレ

やベビーベッドの設置を検討します。 

イ 施設利用者の実情を考慮し、授乳室又はそれに代わる場所の設置に

努めます。 

ウ 公共施設利用者への親切な応接対応を推進します。 

（２）子ども・子育てに関する地域貢献活動 

ア 子どもを対象とした学習会において、職員の専門分野に関する講師

依頼があった場合は、積極的に参加するよう呼びかけます。 



イ 交通事故防止について、運転者や同乗する子ども等の安全確保のた

め、交通安全の注意喚起を実施します。 

ウ 子どもを安心・安全な環境で育てることができるよう、地域住民等

の自主的な防犯活動等への職員の積極的な参加を呼びかけます。 

 

 


